
 

                                                  第 1 章   総  則                                                   

 
1.1  競技・採点規則 

 この競技エアロビック・採点規則は、社団法人日本エアロビック連盟（JAF）が主催する認定

競技会で「競技ルーティン」を行うにあたり必要となるルール及びガイドラインを定めるもので

ある。本採点規則は過去の全ての JAF ルール・ガイドラインに取って代わる。 

 

1.2 参加資格 

 A. 一般的な資格 

 1. 選手は JAF に登録しており、JAF 選手登録規定の要項を満たしていること。 

2.  選手は審判(模擬審判も含む)として参加する認定競技会では、同日の選手としての

参加はできない。 

 3. 選手は全日本選手権大会の地区大会以上の競技会では、審判(模擬審判を含む)

はできない。 

 

B. 年齢 

 大会開催年度の 12 月 31 日時点において以下の年齢であること。 

 1. ユース 

   a. AG2: 14 才〜16 才 

b. AG1: 11 才〜13 才 

c. U-10: 10 才以下  ※AG(Age Group の略)、U-10(10 才以下の略) 

        2.  一 般 

   a. 17 才以上 

 

1.3  競技部門   

 A. ユース 

1. AG2 男子シングル部門(男子の競技者 1名) 

2. AG2 女子シングル部門(女子の競技者 1名) 

3. AG2 トリオ部門(男女を問わない 3名の競技者で構成) 

4. AG2 グループ部門(男女を問わない 6名の競技者で構成)  

  5. AG1 シングル部門(男子又は女子の競技者 1名) 

  6. AG1 トリオ部門（男女を問わない 3名の競技者で構成） 

  7. AG1 グループ部門(男女を問わない 6名の競技者で構成) 

 

 

 

  8. U-10 シングル部門(男子又は女子の競技者 1名) 

  9. U-10 トリオ部門（男女を問わない 3名の競技者で構成） 

 

 B. 一般 

  1. 女子シングル部門（女子の競技者 1名） 

  2. ペア部門（男女を問わない 2名の競技者で構成） 

  3. 男子シングル部門（男子の競技者 1名） 

  4. トリオ部門（男女を問わない 3名の競技者で構成） 

  5. グループ部門（男女を問わない 6名の競技者で構成） 

    

1.4 医事関係 

A. 大会前あるいは競技会期間中に選手が急病や怪我を負った場合、又は競技する

ことで状態が悪化するような身体的状況にある場合は、大会主催者により競技資格が

ないと宣言されたり、失格となることがある。大会主催者は上記のような状態にある選

手の出場を取り下げる権利を持つ。 

  

B. 選手はギプスや、プラスチックあるいは金属製の関節にあてる副木などの医療機

具を付けて競技することはできない。 

 

C. 大会主催者は、上記に該当するような選手が競技する意志を持つ場合には、医師

の許可証を提出させる権利を持つ。 

 

1.5  音楽著作権・肖像権及び怪我等に関する責務 

A. 「音楽著作権に関する同意書」： 「競技ルーティン」を行う選手は、競技会開催前に

「音楽著作権に関する同意書」にサインし、提出しなければならない。さまざまな音

楽著作権法により、競技会主催者はテレビ放映や、その他メディア露出の際に選

手の使用した曲を差し替える権利を持つ。JAF、競技会主催者及びその関係者は、

「音楽著作権に関する同意書」に書かれた内容の不足や、間違いによるいかなる

訴訟等について一切責任を持たない。それらは選手個人の責任において処理さ

れなければならない。 

 

 

 
2 



 

 2.3 服装規定（服装違反：-2.0 点） 

・選手の服装は、体操競技の一種目としてスポーツを行うにふさわしいものでなくてはなら

ない。演劇的であったり、ミュージカル的であったり、サーカスのような服装（ベルト、コルセ

ット、ジャケット、ネクタイ、等々）は不可。明らかに、実物(花、動物、星、ギター、等々)が描

写されているレオタードは不可。 

【光沢のある生地でも、スポーツ・プロフィールを重視し、スポーツ的でなければならない。】 

・選手の服装は、透き通らない生地で作られたものであること。 

・戦争、暴力、宗教などのテーマを描写するような服装は不可。 

・ボディ・ペイントは不可。 

A. 大意(服装の過失：異なった項目の基準につき、各回-0.2 点) 

  清潔で本来のスポーツマンらしい様相の印象を全体的に与えなければならない。 

1. 髪は、頭部できちんとまとめられていること。 

2. 白色のエアロビック・シューズ及び全ての審判員に着用していると認められる白色 

のソックスを着用のこと。 

3. 化粧は女子選手のみに認められるが、最小限にとどめること。 

4. ルーズアイテム(リボンやフリルなど)や、生地に固定されていないものは不可。 

5. 肌色のテーピングは可。 

6. 装飾品(アクセサリー)の着用は不可。 

7. 演技中に服装が演技前の状態から乱れた場合。 

8. 下着が見えてはならない。 

9. 男子選手の服装には、シークインス(スパンコール、ラメ、ラインストーン等)の使用は 

一切不可。 

B. 女子選手の服装(服装違反：-2.0 点) 

1. 袖はあってもなくてもかまわないが、長袖の場合は、手首までの長さであること。 

  (片袖または両袖) 

2. ワンピース型レオタードと肌色や透明のタイツ、又はユニタード(ワンピース型レオタードで

胴から繋がって、臀部、足首までの全ての脚の長さがあるもの)を着用のこと。 

3. レオタード/ユニタードの前面と背面のネックライン（襟ぐり）は適切な深さでなければならな

い。(前は胸骨の長さの半分以内、後は肩胛骨の下部以内までの深さ) 

4. 繰りのカットは骨盤を覆い、ウエスト位置より上にあってはいけない。 

5. レオタードは股間を完全に覆うものであること。 

 【認められる女子選手の服装例】 

 

 

 

 

       a          b     c            d 

a～c はレオタードの前面と背面が同じ例を表し、d は同じレオタードの前面と背面を表す。    

C. 男子選手の服装(服装違反：-2.0 点) 

1. ユニタード、あるいは身体にぴったりフィットしたトップスとショーツ又はレ  

  オタードを着用のこと。 

2. トップの前後、あるいは側面にカットが入ってはならない。ネックライン(袖 

  ぐり)は肩胛骨より低く下がってはいけない。 

 

   【認められる男子選手の服装例】 

 以下の服装例の形(シルエット)以外は不可。※長袖は不可。 

 

 

 

 

 
 

      e         f          g           h 
 e～h は前面と背面が同じレオタードの例を表す。 

  

D. ロゴの露出 

選手は、40 平方 cm内で以下の場所に露出する場合に限り、個人スポンサーロゴを 

1 つに限リ露出することができる。 ただし、この範囲内であっても、各種大会のメイ 

ンスポンサーと競合する会社のロゴ露出は禁止する。  

1. 女子選手:片方のヒップの横又は片方の袖部分。 

2. 男子選手:ショートパンツの片方のヒップの横又はシャツの胸、あるいは横部分。 

 

E. ゼッケンの着用 

  選手は、ゼッケンをレオタード、ユニタード、シャツの上半身の前面につけることが 

  ある。タイツ部分は不可。 

 

 F. トラックスーツの着用 

1. 選手は、全国大会など特定の大会においては、指定されたウエアの着用を求めら 

れることがある。又、競技会場において着用するウエアについては、競技会スポン 

サーと競合するメーカーのロゴマーク(ブランド名・商品名を含む)を露出する場合 

は、身体の前後に 1 ヶ所づつ、各 100 平方 cm まで(合計で最大 200 平方 cm ま 

で)とする。 

2. 選手は、表彰式においては原則としてレオタード/ユニタードを着用しなければな 

  らない。 
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3.4  ◄꜠ⱷfi♩ 
 

│⌐fi▫♥כꜟ ╠⅛ⱪכꜟ◓─ ◄꜠ⱷfi♩╩ ∏ ╕⌂↑╣┌⌂╠
⌂™  
 

ⱪכꜟ◓   ♄▬♫Ⱶ♇◒ה☻♩꜠fi◓☻ 
ⱪכꜟ◓  ☻◓fi꜠♩☻ה◒♇▫♥♃☻  
ⱪכꜟ◓   ☺ꜗfiⱪ≤ꜞכⱪ 
ⱪכꜟ◓   Ᵽꜝfi☻≤ⱨ꜠◐◦ⱦꜞ♥▫כ 
 

ה ≢ 12 ◄꜠ⱷfi♩(Ɑ▪⁸♩ꜞ○⁸◓ꜟכⱪ) │ 10 ◄꜠ⱷfi♩( ◦fi  
 ◓ꜟ)⅜ ⁹ 
 
─♩ⱷfi꜠◄ה │ ⁹2009 4 ╟╡ ╩ ╗ ≡─

≢│⁸0.1 ≤ 0.2 ─ ╩ ≈◄꜠ⱷfi♩│⁸◄꜠ⱷfi♩≤⇔≡
↕╣╢⁹ 

 
 

 

3.5 ◄꜠ⱷfi♩הⱪכꜟ≤∕─  
 

A.  
 

◄꜠ⱷfi♩הⱪכꜟ│ ⌐ⱪכꜟ◓─≈4 ↑╠╣╢⁹ 
│ 0.1 ⅛╠ 1.0 ╕≢≤∆╢⁹ 

 

B. й₈ /◄꜠ⱷfi♩הⱪ₉ꜟכ⌐ ↕╣≡™⌂™◄꜠ⱷfi♩ 
 

│⁸ й₈◄꜠ⱷfi♩הⱪ₉ꜟכ⌐ ↕╣≡™⌂™◄꜠ⱷfi♩⌐
≈™≡│⁸0.3 ─ ≤⇔≡∕─ ≢ ∆╢↓≤⅜≢⅝╢⁹ 
 
C. ⇔™◄꜠ⱷfi♩ 
 
JAF │⁸FIG ⅜ ∆╢◄꜠ⱷfi♩הꜞ☻♩╩ 1 ∆╢⁹ 
 

 
 

4    ₈ ─fi₉▫♥כꜟ  
 
4.1  ─  
 
A.☻ⱳכ♠◄▪꜡ⱦ♇◒ ┘ ꜠ⱬꜟ 

     
  2   
  2   
  1   
 ♃▬ⱶ    7  
   
 
B. ꜠ⱬꜟ 

  
 4   
 4   
 2   

♃▬ⱶ    
ꜝ▬fi             2      14  

 
 
 

4.2  ─ ≤  
 

4.2.1  
 

ה .1 ה ─ │⁸ ─☺כ♥☻ ⌐ ⇔≡ ≢⁸
⅛≈ ─ ⅜ ⌐ ⅎ╢ ⌐ ↕╣√ ─ ⌐

∆╢⁹ꜝ▬fi │⁸ ◄ꜞ▪─ ─ ⌐ ∆╢⁹ 
 

2. ─ ╩ →⌂™╟℮⁸ ┘∕─ │ ∟ ╡
≤∆╢⁹ 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 


